
中国労働法

行き 詰ま り を見せる 中国労働契約法実施細則

労働契約法に関する 短い公衆意見聴取期間を経た後、 中国国務院は労働契約

法（ 劳动合同法） （ ECL） の実施細則案を未だに起草し ている と 報じ ら れて

いま す。 国務院は中国労働社会保障部から 実施細則の責任を引き 受けたと 言

われていま すが、 細則の公布時期については何も 発表し ていません。

何人かの学者の公表さ れた意見によ る と 、 こ の実施細則案は 2008 年 1 月 1

日付で施行さ れた ECLのいく つかの不明確な条文を取り 上げた模様です。 例

えば、 労働者が二回目の期間限定の契約を勤め上げた際に、 終了日のない雇

用契約の締結を求める 権利を有する こ と 、 そし て、 使用者は終了日のない契

約を結ばなければなら ないこ と が明確にさ れま し た。 従って、 最初の期間限

定の契約の満了時に、 使用者は労働者が長期雇用に適する かどう かを判断し

なければなり ません。

労働サービス 仲介者を通し て派遣形態で就労する 人たちのための「 臨時」 、

「 補助」 、 そし て「 代替」 と いった労働者についての定義がこ の実施細則案

でなさ れたこ と にも 学者たちは注目し ていま す。 例えば、 「 臨時労働者」 と

は、 通常六ヶ 月、 最長一年間、 派遣さ れる 労働者のこ と を指し ま す。

上記の三種類の労働者を除いた全ての派遣労働者は、 受入企業に直接に雇用

さ れている と 見なさ れる と 本細則案は定めている と 報じ ら れていま す。 よ っ

てこ れら 三つのカテゴリ ーに該当し ない派遣労働者は、 正式な書面によ る 契

約が結ばれる まで、 二倍の給与と その他の保護措置を享受する 権利を有し ま

す。
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実施細則案は、 派遣労働者が受入企業で試用期間が設定さ れた従業の対象に

なら ないこ と 、 派遣労働者をパート タ イ ム、 も し く はプロ ジェ ク ト 単位の目

的で派遣し てはなら ないこ と も 定めている と 言われていま す。

こ れに関連し た動き と し ては、 多数の地方労働当局はたと え現行地方規則が

ECLに抵触し ている にし ても 、 国家の実施細則が公表さ れる まで地方の労働

契約規則を改定し ないと 表明し ま し た。

This Publication has been prepared for 
clients and professional associates of 
Baker & McKenzie. Whilst every effort has 
been made to ensure accuracy, this 
Publication is not an exhaustive treatment 
of the area of law discussed and no 
responsibility for any loss occasioned to 
any person acting or refraining from action 
as a result of material in this Publication is 
accepted by Baker & McKenzie.

ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー 外国法事務弁護士事務

所 東京青山・ 青木・ 狛法律事務所 （ 外国法共同

事業） は、 各国に 所在する オ フ ィ ス を メ ン バ ー

フ ァ ー ム と する ス イ ス 法上の 組織体で あ る ベ ー

カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の メ ン

バ ー フ ァ ー ム で す 。 専門的知識に 基づ く サ ー ビ

ス を 提供する 組織体に お い て 共通し て 使用さ れ

て い る 用語例に 従い 、 「 パ ー ト ナ ー 」 と は、 法

律事務所に お け る パ ー ト ナ ー で あ る 者ま た はこ

れと 同等の 者を 指し ま す。 同じ く 、 「 オ フ ィ

ス 」 と は、 か か る い ず れか の 法律事務所の オ フ

ィ ス を 指し ま す。

2008 Baker & McKenzie
© All rights reserved.
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新有給休暇制度の発足

中華人民共和国で初めて労働者に有給休暇（ 即ち、 休暇手当て） が付与さ れ

る こ と になり ます。 2008 年 1 月 1 日に施行さ れた法律の下では、 勤務年数が

１ 年間以上 10 年間以未満の労働者には５ 日間の有給休暇が付与さ れ、 10 年

以上 20 年間未満の労働者には 10 日間が付与さ れま す。 そし て 20 年間以上

に勤務し た労働者には、 15 日間が与えら れま す。

新法は労働者が全ての有給休暇を各年度内で消化する よ う にと 定めていま す。

職場の事情によ り 使用者が労働者に有給休暇を使う こ と を許す余裕がない場

合、 使用者は次年度に未消化分を持ち越すこ と が可能ですが、 こ の持ち越し

は一回に限り ます。 し かし 、 労働者が同意し た場合、 使用者は発生し たけれ

ど 使われなかった有給休暇を平均日給の 300%で買い取る こ と が可能です。 い

ずれにし ても 使用者には、 有給休暇を付与する か、 300%の補償金を支払う か

のど ちら かが義務付けら れていま す。

中国労働社会保障部も いく つか不明瞭な点を明確にする ための実施方法を起

草し ていま す。 例えば、 使用者が提供する 有給休暇が国の定める 最低限日数

を超過し た場合の措置、 「 勤務期間」 が前の使用者での勤務期間も 含むか

（ も し く は現使用者のみの期間か） 、 暦年の中途で仕事を開始又は終了し た

労働者の処理方法、 等を検討し ている 模様です。

法定休日の見直し

2008 年 1 月 1 日に施行さ れた法規で、 法定休日は年 10 日間よ り 11 日間に増

加し ま し た。 五月にある 労働者の日は三日から 一日に減少さ れ、 中国の伝統

休日を三日ほど増加し ま し た（ 墓参り の日、 竜船の日、 中秋の日） 。

新し い法定休日は以下です：

• 元旦の日（ 1 月 1 日）

• 春節（ 三日間、 通常１ 月末か２ 月の初めごろ）

• 墓参り の日（ 通常４ 月中のどこ か一日）

• 労働者の日（ 5 月 1 日）

• 竜船の日（ 通常６ 月中のど こ か一日）

• 中秋の日（ 通常 9 月中のど こ か一日）

• 国慶節（ 10 月 1～3 日）

労働者の日を含むゴールデンウ ィ ーク は廃止さ れま し たが、 春節と 国慶節期

間のゴールデンウ ィ ーク は継続さ れる と 予想さ れていま す。

労使紛争解決の主な変更

「 中国人民共和国労使紛争のための調停と 裁定に関する 法律」 （ 労働争議調

解仲裁法） の可決を受け、 労使紛争解決の手続き に重大な変更が生じ る こ と

になり まし た。 労働争議調解仲裁法は、 中国人民代表大会常務委員会によ り

2007 年 12 月 29 日に可決さ れ、 2008 年 5 月 1 日に施行さ れま す。
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当法がも たら す主な変更点は以下です：

• 案件の受理から 裁定委員会が仲裁裁定を下すま での期間を 90 日から

45 日ま で短縮。 特殊な状況下では、 最大 15 日間の延長が認めら れ

ま す。

• 当事者が権利を侵害さ れている こ と が分かる 、 又は分かる べき 日か

ら 労使裁定委員会（ 劳动仲裁委员会） に仲裁を申請する 日ま での期

間が 60 日から 1 年間に延長さ れます。

• 仲裁費の免除。 現行法では仲裁費用は金銭に関する 案件では通常係

争金額の 1%から 5%であり 、 金銭以外に関する 紛争については、 300

人民元から 500 元ま でと なっています。

• 係争に関する 証拠を使用者が所有、 も し く は支配し ている 場合、 使

用者に証拠提出を要求でき ます（ 即ち、 労働者にある 一定の「 証拠

開示」 要求の権利を付与し ま す） 。

• 未払い賃金、 労働災害の医療費、 損失、 解雇、 勤務時間、 休憩、 終

了時間、 社会保険に関する 一定の仲裁決定については、 使用者が裁

判所で上訴をする こ と は許さ れていま せん。

時効によ る 時間切れの対象になる 申し 立てが減る 、 仲裁費用の免除、 及び一

定の仲裁裁定の上訴が排除さ れる 、 と いう 理由から 新法によ り 仲裁手続き の

申請数が増える こ と が予想さ れま す。

85%が労働者側の勝利 2007 年上海労使仲裁

裁定

上海市労働社会保障局の発表によ る と 、 2007 年上海での労使仲裁裁定では、

85%の案件で労働者が全面も し く は部分的に勝っている こ と が分かり ま し た。

こ れら の 62%は給料や社会保険の未払いに関する 案件が占めます。

2007 年上海では、 およ そ 40, 000 人の労働者を巻き 込む 3, 000 件近く の案件

が労使仲裁裁定に受理さ れまし た。 受理さ れた案件数は前年の 2006 年の数

字よ り 25%上昇し ま し た。

2008 年 1 月 1 日の新労働契約法の施行日以来、 受理案件の数はほぼ 2 倍増し

になり まし た。 1 月 1 日から 2 月 19 日の間、 総計 4, 200 件が受理さ れま し た

が、 2006 年の同時期は 2, 200 件でし た。

賃金条例（ 工资条例） の法案完成

中国労働社会保障部が起草し たと さ れている 賃金条例では、 経営陣と 労働者

間の協議によ って賃金、 給料を決定、 調整する 方法が強調さ れま し た。 条例

法案は労働者に、 利用可能な資金プール全体をどのよ う に労働者の間に賃金

と 給料と し て分配する かについての相談を受ける 権利も 付与し ま し た。

条例の法案の下では、 労働組合又は労働者に選出さ れた代表にその旨要求さ

れた場合、 使用者は賃金協議に応じ る こ と が求めら れま す。 し かし 条例法案

は、 使用者が協議に応じ ない場合の処理については定めていません。
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本条例法案には、 使用者が労働者の賃金から 必要な控除ができ る 条件も 定め

ていま す。 別の提案条項では、 平日の残業に対し て労働者に 150%の残業代を

支払う かわり に代償の休暇を与える こ と を許し ています。 こ の提案は使用者

に、 生産量がピーク の時期に残業代を払う こ と なく 仕事の生産計画を組む柔

軟性をも たら すかも し れま せん。 現行法では、 代償の休暇は通常週末の休日

の超過勤務分のみに許さ れていま す。

本条例は、 国務院によ り 今年の終わり に承認さ れる こ と が予期さ れており 、

おそら く 賃金支払暫行規定（ 工资支付暂行规定） を差し 替える こ と になり ま

す。

国務院によ る 2008 年の条例改正の試み

2008 年 1 月 5 日、 国務院は 2008 年の新条例及び条例改正の計画を発表し ま

し た。 賃金条例を承認する ほか、 中華全国総工会が起草し ている 企業の民主

管理に関する 条例（ 企业民主管理条例） の施行の予定も 発表し ま し た。

国務院は、 下記の条例の改正の承認を 2008 年中に予定し ています：

• 労働災害保険条例（ 工伤保险条例）

• 失業保険に関する 条例（ 失业保险条例）

• 女性労働者の労働保護に関する 条例（ 女职工劳动保护条例）

社会保険法法案の第一読会

2007 年 12 月 23 日に、 全国人民代表大会は社会保険法案（ 社会保险法） の第

一読会を催し ま し た。 国務院は以前、 こ の法律の可決が 11 期五ヵ 年計画の

中で優先課題である と 発表し ています。

当法案は医療、 労災、 出産の保険の適用をパート タ イ ムの労働者にも 広げま

す。 パート タ イ ム労働者の年金保険の掛け金を使用者が負担する こ と は可能

ですが、 義務付けら れてはいま せん。 ま たこ の法案では、 パート タ イ ムの労

働者は失業保険には加入でき ま せん。

こ の法案は出稼ぎ労働者のよ う な、 在住地の居住許可、 又は戸籍を持たない

中華人民共和国の国民にも 、 在住地方の行政府が住民に提供する のと 同等な

社会保険の恩恵受ける こ と を可能にし ま す。 例えば当法案の下では、 上海の

居住民と 非居住民を区別する 二重の社会保険制度のよ う なも のは認めら れま

せん。 こ の法案は、 し かし ながら 、 個々人のアカウ ント の持ち運び移動につ

いては言及し ていま せん。

こ の法案は、 中国で直接雇用さ れる 全ての人々に適用する よ う に一般的に書

かれていま すが、 加入には中華人民共和国の住民番号（ 身份证号码） が必要

と あり ますので、 外国国民及び台湾、 香港、 マカオの住民は対象外です。 こ

の点は、 外国人への適用も 含んでいた早期の法案と は大分異なり ま す。

職業病対策の検討

2008 年 1 月 11 日付で公衆意見を聴取する ため衛生部によ り 公表さ れた「 職

業病の診断と 評価の管理対策の修正案」 （ 职业病诊断与鉴定管理办法） によ
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り ま すと 、 職業病にかかった労働者に対する 使用者の責任は今ま でに比べて

よ り 大き く なり ま す。

修正案は：

• 使用者に、 医療の診断を受けている 、 ま たは経過観察期間中の労働

者の解雇を禁止し ま す。

• 衛生機関に求めら れた場合に使用者は、 正確な職場の衛生管理状況

と 健康記録を 15 日以内に提出なければなり ま せん。

• も し も 使用者がこ れら の記録を提出でき ない場合、 労働者が提供し

た資料のみを基に医療機関は調査分析結果を出すこ と がする こ と が

許さ れます。

本案は、 2002 年に発効し た条例を差し 替える も のです。

求職者の勝訴 B 型肝炎差別のケース

2008 年 1 月 3 日、 中国では初めて報道さ れた広東省ト ンコ ワ ンの B型肝炎を

理由にし た差別のケース で、 裁判所主導の調停の結果、 求職者は人民元

24, 000 の和解金を得ま し た。 本件は、 Vtech Hol di ngs Lt d と いう 香港の技

術系企業の某子会社に対する 訴訟です。

2007 年 1 月に採用時の健康診断で、 かかる 求職者は B型肝炎の保菌者である

こ と が知ら れ入社を拒絶さ れま し た。 B型肝炎の差別に関する 正式な判例は

あり ま せんでし たが、 こ の結果は、 2008 年 1 月 1 日に施行さ れた B型肝炎の

保菌者に対する 差別に関する 雇用促進法（ 就业促进法） 及び就業サービス と

管理規定（ 就业务服务与就业管理规定） に影響を受けたも のと 言われていま

す。

労働者が勝訴 労働契約法の最初のケース

中国労働契約法の下で最初に判決が下さ れたケース で、 2008 年 2 月に北京朝

陽区の地方裁判所は、 労働者に期間の制限のない雇用契約を与えた仲裁裁定

所の仲裁決定を是認し ま し た。

かかる 労働者は周と いう 姓だけが公表さ れている 女性で、 2001 年にフ ラ ンス

移住する ま で Townshi p Ent erpr i ses Mansi on と う いう 会社に 10 年以上勤務

し ま し た。 移住の前に、 欠勤期間中の給料の支払いはないが、 雇用関係を継

続する 旨の一年間の契約を当事者間で締結し ま し た。 会社側は、 周氏の人事

フ ァ イ ルの保管と 社会保険の掛け金負担に同意し ま し た。 周氏は、 会社の負

担額を償還する こ と を約束し ま し た。

2005 年に周氏が北京に戻った際、 同社に復帰する こ と を数度要請し ま し たが

会社は拒否し ま し た。 会社側は周氏と の雇用関係は 2001 年の契約が 2002 年

に満了し 、 その後更新さ れなかったこ と から 既に終了し たと 主張し ま し た。

裁判所は、 下記の理由で、 雇用関係がま だ終了さ れておら ず、 周氏の、 終了

日を限定し ない雇用契約の主張を支持し ま し た：

• 当事者双方、 雇用関係を維持する こ と に同意し た。

• 会社は周氏のために社会保険の掛け金を負担し た。
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• 周氏の人事フ ァ イ ルを会社が保管し た。

• 周氏は会社に 10 年以上勤務し た。

This Publication has been prepared for clients and professional associates of Baker & McKenzie. Whilst every effort has been made to ensure 
accuracy, this Publication is not an exhaustive treatment of the area of law discussed and no responsibility for any loss occasioned to any person 
acting or refraining from action as a result of material in this Publication is accepted by Baker & McKenzie.

ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー 外国法事務弁護士事務所 東京青山・ 青木・ 狛法律事務所 （ 外国法共同事業） は、 各国に 所在する オ フ ィ ス を メ ン バ ー フ ァ ー ム と する ス イ ス 法

上の 組織体で あ る ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の メ ン バ ー フ ァ ー ム で す 。 専門的知識に 基づ く サ ー ビ ス を 提供する 組織体に お い て 共通し て 使用さ れて

い る 用語例に 従い 、 「 パ ー ト ナ ー 」 と は、 法律事務所に お け る パ ー ト ナ ー で あ る 者ま た はこ れと 同等の 者を 指し ま す。 同じ く 、 「 オ フ ィ ス 」 と は、 か か る い ず れか の

法律事務所の オ フ ィ ス を 指し ま す 。
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